
２９・７・３０

（2）

が
求
め
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
市

議
会
は
、
国
会
及
び
政
府
に
対

し
、
刑
法
性
犯
罪
の
さ
ら
な
る

改
正
の
実
現
を
強
く
求
め
る
。

▪
受
動
喫
煙
に
よ
る
健
康
被
害

解
消
を
求
め
る
意
見
書

　

昨
年
５
月
に
は
、
国
立
が
ん

研
究
セ
ン
タ
ー
が
、
日
本
で
は
、

受
動
喫
煙
が
原
因
で
年
間
約
１

万
５
千
人
が
亡
く
な
っ
て
い
る

と
い
う
推
計
を
発
表
し
、
喫
煙

に
よ
る
死
亡
（
年
間
約
13
万
人
）

と
受
動
喫
煙
に
よ
る
死
亡
を
合

わ
せ
た
年
間
約
14
万
５
千
人
に

達
し
て
い
る
。
た
ば
こ
税
の
税

収
は
年
約
２
兆
円
だ
が
、
喫
煙

に
よ
る
医
療
費
な
ど
の
経
済
的

損
失
は
５
兆
か
ら
７
兆
円
と
試

算
さ
れ
、
国
力
、
財
政
の
面
で

の
損
失
も
考
え
れ
ば
、
な
お
の

こ
と
対
策
が
必
要
で
あ
る
。
事

実
、
本
市
に
お
い
て
も
、
国
民

健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
、

介
護
保
険
に
お
い
て
、
支
出
増

に
歯
ど
め
が
か
か
ら
ず
、
健
康

増
進
に
よ
る
改
善
策
が
急
務
と

な
っ
て
お
り
、
本
市
の
国
民
健

康
保
険
に
お
け
る
疾
病
別
医
療

費
統
計
に
お
い
て
も
、
喫
煙
の

影
響
が
あ
る
新
生
物
、
循
環
器

系
、
呼
吸
器
系
が
約
４
割
に
も

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
受
動

喫
煙
対
策
の
法
的
な
義
務
及
び

財
政
支
援
が
一
部
に
と
ど
ま

り
、
最
も
リ
ス
ク
が
高
い
喫
煙

者
へ
の
禁
煙
治
療
助
成
や
受
動

喫
煙
対
策
に
つ
い
て
の
独
自
事

業
の
実
施
や
強
化
は
難
し
い
と

さ
れ
て
い
る
。
国
や
東
京
都
に

よ
る
受
動
喫
煙
対
策
の
支
援
、

喫
煙
者
の
禁
煙
が
進
ま
ね
ば
、

受
動
喫
煙
の
リ
ス
ク
を
な
く
す

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
本
市
議
会
は
、
国
会
、
政

府
及
び
東
京
都
に
対
し
、
受
動

喫
煙
を
解
消
す
る
法
制
度
、
健

康
増
進
へ
の
財
政
措
置
を
強
く

要
請
す
る
。

う
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

▪
刑
法
性
犯
罪
改
正
の
さ
ら
な

る
改
正
を
求
め
る
意
見
書

　

６
月
16
日
、
性
犯
罪
の
厳
罰

化
を
盛
り
込
ん
だ
刑
法
改
正
案

が
、
参
議
院
本
会
議
で
可
決
さ

れ
た
。
今
回
の
改
正
は
、
現
在
の

強
姦
罪
の
法
定
刑
の
下
限
を
懲

役
３
年
か
ら
５
年
に
引
き
上
げ

る
こ
と
、
起
訴
す
る
の
に
被
害

者
の
告
訴
が
必
要
と
な
る
親
告

罪
の
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
、

監
護
者
わ
い
せ
つ
罪
、
監
護
者

性
交
等
罪
の
新
設
な
ど
で
、
未

成
年
や
18
歳
未
満
の
、
近
親
者

か
ら
被
害
に
遭
っ
て
も
逃
げ
ら

れ
な
い
被
害
者
が
救
済
さ
れ

る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
声
を
上
げ

ら
れ
な
か
っ
た
男
性
・
セ
ク
シ

ュ
ア
ル
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
被

害
が
正
当
に
取
り
扱
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
一
方
で
、
強
姦
罪

の
暴
行
・
脅
迫
要
件
の
緩
和
、

配
偶
者
間
の
強
姦
に
つ
い
て
の

明
文
化
、
性
交
同
意
年
齢
の
引

き
上
げ
、
公
訴
時
効
の
撤
廃
も

し
く
は
停
止
、
地
位
・
関
係
性

を
利
用
し
た
性
行
為
の
処
罰
規

定
の
対
象
の
拡
大
な
ど
、
重
要

で
あ
り
な
が
ら
も
盛
り
込
ま
れ

な
か
っ
た
事
項
が
た
く
さ
ん
あ

る
。
中
で
も
暴
行
・
脅
迫
要
件

は
、
警
察
に
訴
え
て
も
被
害
者

と
し
て
認
め
ら
れ
ず
、
さ
ら
に

二
次
被
害
と
な
り
、
苦
し
む
性

犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
を
ふ
や

す
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
お

り
、
何
と
し
て
も
見
直
す
必
要

が
あ
る
。
今
回
、
衆
議
院
に
お
い

て
３
年
後
に
見
直
し
を
図
る
修

正
及
び
強
姦
・
脅
迫
要
件
の
見

直
し
や
二
次
被
害
防
止
、
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
整
備

な
ど
、
参
議
院
で
は
そ
れ
に
加

え
て
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
へ
の
配
慮
な
ど

を
含
む
附
帯
決
議
が
入
っ
た
。

３
年
と
言
わ
ず
、
被
害
者
の
望

む
さ
ら
な
る
改
正
の
早
期
実
現

ル
依
存
症
や
薬
物
依
存
症
に
関

し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
施
策
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。
ギ
ャ
ン
ブ

ル
等
依
存
症
対
策
の
法
制
化
を

進
め
る
中
で
、
こ
う
し
た
取
り

組
み
と
合
わ
せ
、
さ
ら
に
依
存

症
対
策
の
深
化
を
図
る
こ
と
。

▪
文
部
科
学
省
学
校
施
設
環
境

改
善
交
付
金
の
十
分
な
確
保
を

求
め
る
意
見
書

　

基
礎
自
治
体
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
国
の
補
助
制
度
を
活
用
し
地

域
の
課
題
解
決
に
当
た
っ
て
い

る
。
と
り
わ
け
、
児
童
・
生
徒

の
安
全
・
安
心
の
確
保
と
教
育

環
境
の
充
実
を
図
る
た
め
、
計

画
的
な
学
校
施
設
の
環
境
改
善

に
取
り
組
ん
で
い
る
。
近
年
、

校
舎
、
ト
イ
レ
、
体
育
館
等
、

多
く
の
学
校
施
設
で
老
朽
化
が

進
み
、
安
全
で
安
心
な
教
育
環

境
の
整
備
は
緊
急
か
つ
重
要
課

題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
学

校
施
設
は
、
熊
本
地
震
の
よ
う

な
大
規
模
災
害
発
生
時
に
は
、

地
域
の
住
民
の
避
難
場
所
と
し

て
重
要
な
施
設
と
な
る
こ
と
か

ら
、
非
構
造
部
材
の
耐
震
化
や

防
災
機
能
の
強
化
も
喫
緊
の
課

題
と
な
っ
て
い
る
。
本
市
は
、

文
部
科
学
省
所
管
の
「
学
校
施

設
環
境
改
善
交
付
金
」
を
活
用

し
て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
し
か
し
、
２
０
１
６

年
度
の
「
学
校
施
設
環
境
改
善

交
付
金
」
申
請
事
業
に
つ
い
て

は
、
２
０
１
５
年
度
以
上
に
不

採
択
事
業
が
多
数
生
じ
て
お

り
、
そ
の
結
果
、
全
国
の
基
礎

自
治
体
に
お
い
て
事
業
の
先
送

り
や
多
額
の
財
源
不
足
の
補
塡

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ど
、
全

国
的
に
行
財
政
運
営
に
多
大
な

影
響
が
及
ん
で
い
る
。
よ
っ
て
、

本
市
議
会
は
、
政
府
に
対
し
、

文
部
科
学
省
学
校
施
設
環
境
改

善
交
付
金
に
必
要
な
財
源
を
当

初
予
算
に
確
実
に
確
保
す
る
よ

小
林　

俊
之 

氏

小
林　

義
明 

氏

宍
戸　

正
利 

氏

島
田　

正
美 

氏

冨
澤　

伸
一 

氏

根
岸　
　

稔 

氏

野
村　

文
和 

氏

濵
中　

龍
次 

氏

坂
東　

自
朗 

氏

峯
岸　
　

博 

氏

山
口　

富
子 

氏

◆
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
の
選
任
に
つ
い
て

山
本　

正
和 

氏
（
再
任
）

渡
邉　

晃
男 

氏
（
再
任
）

根
岸　

洋
子 

氏
（
再
任
）

議
員
提
出
議
案

意
見
書
（
要
旨
）

▪
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策

の
抜
本
的
強
化
を
求
め
る
意
見

書
　

本
市
議
会
は
、
政
府
に
対
し
、

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
の
実
態

把
握
を
進
め
、
論
点
整
理
等
を

踏
ま
え
た
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存

症
対
策
基
本
法
の
制
定
な
ど
の

抜
本
的
強
化
に
向
け
、
次
の
事

項
に
つ
い
て
取
り
組
む
こ
と
を

強
く
求
め
る
。
⑴
公
営
ギ
ャ
ン

ブ
ル
等
は
、
所
管
省
庁
が
複
数

に
ま
た
が
り
、
し
か
も
規
制
と

振
興
の
担
当
省
庁
が
同
一
で
あ

る
た
め
、
一
元
的
な
規
制
が
困

難
な
側
面
が
あ
り
、
ギ
ャ
ン
ブ

ル
等
依
存
症
対
策
の
十
分
な
実

施
が
望
め
な
い
。
そ
の
た
め
、
ギ

ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
の
企

画
立
案
、
規
制
と
監
視
を
一
元

的
に
行
う
独
立
組
織
の
設
置
を

検
討
す
る
こ
と
。
⑵
３
月
の
論

点
整
理
等
を
踏
ま
え
、
ギ
ャ
ン

ブ
ル
等
依
存
症
対
策
の
具
体
的

な
対
策
や
実
施
方
法
を
早
急
に

検
討
す
る
こ
と
。
⑶
ア
ル
コ
ー

鷹
市
福
祉
会
館
及
び
旧
第
一
体

育
館
等
を
解
体
す
る
た
め
に
、

工
事
請
負
契
約
を
締
結
す
る
も

の
で
す
。
契
約
の
金
額
は
２
億

196
万
円
、
契
約
の
相
手
方
は
、

株
式
会
社
丸
利
根
ア
ペ
ッ
ク
ス

で
、
工
期
は
、
契
約
確
定
日
の

翌
日
か
ら
平
成
30
年
１
月
31
日

ま
で
で
す
。

◆
旧
三
鷹
市
社
会
教
育
会
館
解

体
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て

　

平
成
30
年
度
に
予
定
し
て
い

る
敷
地
の
売
却
に
向
け
て
、
旧

三
鷹
市
社
会
教
育
会
館
を
解
体

す
る
た
め
に
、
工
事
請
負
契
約

を
締
結
す
る
も
の
で
す
。
契
約

の
金
額
は
１
億
８
千
468
万
円
、

契
約
の
相
手
方
は
、
白
石
建
設

株
式
会
社
で
、
工
期
は
、
契
約

確
定
日
の
翌
日
か
ら
平
成
30
年

１
月
31
日
ま
で
で
す
。

人
　
事

◆
農
業
委
員
会
委
員
の
任
命
に

つ
い
て

飯
野　

安
義 

氏

石
井　
　

健 

氏

伊
藤　

一
美 

氏

井
上　

洋
介 

氏

田
川
喜
正 

氏

海
老
澤　

誠 

氏

大
野　

隆
生 

氏

岡
田　

正
夫 

氏

加
藤　

篤
司 

氏

式
会
社
東
京
営
業
所
で
、
工
期

は
、
契
約
確
定
日
の
翌
日
か
ら

平
成
30
年
３
月
16
日
ま
で
で

す
。

◆
三
鷹
市
北
野
ハ
ピ
ネ
ス
セ
ン

タ
ー
大
規
模
改
修
工
事
請
負
契

約
の
締
結
に
つ
い
て

　

三
鷹
市
北
野
ハ
ピ
ネ
ス
セ
ン

タ
ー
に
お
い
て
、
幼
児
部
門
移

転
後
の
ス
ペ
ー
ス
を
活
用
し

て
、
成
人
向
け
の
給
食
サ
ー
ビ

ス
や
入
浴
サ
ー
ビ
ス
等
の
生
活

介
護
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

等
を
図
る
改
修
を
行
う
た
め

に
、
工
事
請
負
契
約
を
締
結
す

る
も
の
で
す
。
契
約
の
金
額
は

１
億
８
千
198
万
円
、
契
約
の
相

手
方
は
、
桂
・
三
友
建
設
共
同

企
業
体
で
、
工
期
は
、
契
約
確

定
日
の
翌
日
か
ら
平
成
30
年
２

月
28
日
ま
で
で
す
。

◆
三
鷹
市
立
第
七
小
学
校
長
寿

命
化
等
改
修
工
事
請
負
契
約
の

締
結
に
つ
い
て

　

平
成
28
年
に
策
定
し
た
「
三

鷹
市
立
小
中
学
校
長
寿
命
化
改

修
整
備
方
針
」
に
基
づ
き
、
三

鷹
市
立
第
七
小
学
校
の
大
規
模

改
修
工
事
を
行
う
た
め
に
、
工

事
請
負
契
約
を
締
結
す
る
も
の

で
す
。
契
約
の
金
額
は
２
億
６

千
784
万
円
、
契
約
の
相
手
方
は
、

Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｙ
Ａ
・
三
上
建

設
共
同
企
業
体
で
、
工
期
は
、

契
約
確
定
日
の
翌
日
か
ら
平
成

30
年
１
月
16
日
ま
で
で
す
。

◆
旧
三
鷹
市
福
祉
会
館
及
び
旧

第
一
体
育
館
等
解
体
工
事
請
負

契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　

平
成
30
年
度
に
予
定
し
て
い

る
市
民
セ
ン
タ
ー
内
の
立
体
駐

車
場
の
整
備
に
向
け
て
、
旧
三

補
正
予
算

◆
平
成
29
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
２
億
２
千
945
万
３
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
678
億
４

千
932
万
７
千
円
と
す
る
と
と
も

に
、
債
務
負
担
行
為
と
地
方
債

の
補
正
を
行
う
も
の
で
す
。
補

正
予
算
の
内
容
は
、
歳
出
予
算

で
は
、
民
生
費
で
法
外
扶
助
事

業
費
の
増
額
、
土
木
費
で
児
童

遊
園
整
備
事
業
費
の
増
額
、
教

育
費
で
教
育
セ
ン
タ
ー
耐
震
補

強
等
事
業
費
の
増
額
を
行
う
も

の
で
す
。
歳
入
予
算
で
は
、
地
域

福
祉
推
進
区
市
町
村
包
括
補
助

金
の
増
額
、
ま
ち
づ
く
り
施
設

整
備
基
金
と
り
く
ず
し
収
入
の

増
額
、
中
仙
川
い
ち
ょ
う
児
童

遊
園
整
備
事
業
債
の
計
上
、
教

育
セ
ン
タ
ー
耐
震
補
強
等
事
業

債
の
計
上
を
行
う
も
の
で
す
。

契
　
約

◆
三
鷹
市
大
沢
総
合
グ
ラ
ウ
ン

ド
夜
間
照
明
設
備
等
整
備
工
事

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　

東
京
都
に
よ
る
野
川
大
沢
調

節
池
拡
大
の
た
め
、
大
沢
野
川

グ
ラ
ウ
ン
ド
が
一
時
閉
鎖
中
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
大
沢
総
合
グ

ラ
ウ
ン
ド
内
の
各
施
設
に
夜
間

照
明
設
備
等
を
整
備
し
、
既
存

施
設
の
有
効
活
用
を
図
る
た
め

に
、
工
事
請
負
契
約
を
締
結
す

る
も
の
で
す
。
契
約
の
金
額
は

２
億
９
千
376
万
円
、
契
約
の
相

手
方
は
、
長
谷
川
体
育
施
設
株

市
長
提
出
議
案

条
　
例

◆
三
鷹
市
空
き
家
等
対
策
協
議

会
設
置
条
例

　

空
き
家
等
に
関
す
る
施
策
に

関
し
て
必
要
な
事
項
を
調
査
審

議
す
る
た
め
、
市
長
の
附
属
機

関
と
し
て
、
三
鷹
市
空
き
家
等

対
策
協
議
会
を
設
置
す
る
も
の

で
す
。

◆
三
鷹
市
職
員
退
職
手
当
支
給

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

雇
用
保
険
法
の
一
部
改
正
に

よ
り
、
失
業
等
給
付
の
拡
充
が

行
わ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
失
業

者
の
退
職
手
当
に
つ
い
て
規
定

を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
市
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
関
係
の
見
直
し
と
し
て
、

保
育
の
受
け
皿
整
備
の
促
進
の

た
め
の
地
域
決
定
型
地
方
税
制

特
例
措
置
の
導
入
及
び
災
害
に

関
す
る
税
制
上
の
措
置
の
常
設

化
並
び
に
個
人
市
民
税
関
係
及

び
軽
自
動
車
税
関
係
の
見
直
し

を
行
う
と
と
も
に
、
規
定
を
整

備
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
自
転
車
等
の
放
置
防

止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

下
連
雀
三
丁
目
に
あ
る
旭
町

通
り
駐
輪
場
に
つ
い
て
、
借
地

で
あ
る
敷
地
を
返
還
す
る
必
要

が
生
じ
た
た
め
、
廃
止
を
す
る

も
の
で
す
。

可

決

し

た

議

案

第
2

回
定
例
会

旧第一体育館


